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令和８年１月２８日庁議資料 

都 市 計 画 部 

 

飯田橋駅周辺基盤整備について 

 

１ 概要 

東京都、千代田区、新宿区、文京区及び鉄道事業者により構成される飯田橋駅周辺基盤整

備推進会議では、令和７年７月に、飯田橋駅周辺における各都市基盤施設の必要性、仕様、

整備及び維持管理に係る関係者間の役割分担、事業スケジュールなどの具体的な内容を取り

まとめた「飯田橋駅周辺基盤整備計画」（以下「整備計画」という。）を策定した。また、令和

７年 10月に、整備計画に掲げられた都市基盤施設の整備等に関し、都市基盤施設を一体的に

かつ効果的に整備する仕組み（以下「共同貢献スキーム」という。）を実現するにあたり必要

な事項等を定めることを目的とした飯田橋駅周辺基盤整備に係る共同貢献スキームに関する

要綱（以下「共同貢献要綱」という。）を制定した。 

令和８年度からは、整備計画で具体化かつ深度化した各都市基盤施設の整備に着手する。 

 

【都市基盤施設の整備の計画】 
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２ 共同貢献スキームの要旨 

共同貢献スキームで行う都市基盤施設の整備には、駅周辺開発事業者等から受け入れたまち

づくり協力金及び補助金等（国費・地方費）を充当する。 

また、共同貢献要綱にて、執行管理役を東京都、千代田区、新宿区及び文京区の４者とし、

執行管理役の他、まちづくり主体及び基盤整備主体の役割等を定める。 

【共同貢献要綱】 

別紙のとおり 

３ 歩行者デッキ等(第１期区間)の整備 

歩行者デッキ等の都市基盤の整備手法について、共同貢献スキームを用いることを想定して

おり、今後、関係者間で事業に関する協定を別途締結する予定である。 

また、整備に要する費用はまちづくり協力金及び補助金等（国費、地方費）を充当する予定

であり、区はその費用の一部を負担する見込みである。 

【期間】 

調査：令和８年度 

設計：令和９年度～令和10年度（予定） 

施工：令和11年度～令和 16年度（予定） 

４ 今後の予定（文京区関連） 

令和８年３月まで 

まちづくり主体の選定 

飯田橋駅周辺基盤整備に係る共同貢献スキームに関する協定締結 

飯田橋駅周辺基盤整備に係る共同貢献スキーム歩行者デッキ等の整備（第１期区間：文京

区～ＪＲ飯田橋駅周辺）に関する個別協定締結（調査） 

令和８年４月以降 

歩行者デッキ等の整備（第１期区間:文京区～JR飯田橋駅周辺）調査開始 

※歩行者デッキ等（第１期区間）以外の整備時期については、現時点では未定 

 



飯田橋駅周辺基盤整備に係る 共同貢献ス キームに関する 要綱 

（ 目的）
第１ 条 こ の要綱は、令和５ 年４ 月に策定さ れた「 飯田橋駅周辺基盤整備方針」

（ 以下「 整備方針」 と いう 。） 及び令和７ 年７ 月に策定し た「 飯田橋駅周辺基

盤整備計画」（ 以下「 整備計画」 と いう 。） に基づき 、整備計画に記載のある「 共

同貢献ス キーム」 の運用を 明確化する と と も に、整備計画に位置付けら れた駅

や街のつながり の強化、防災性の向上など 、地域の課題を 解決し 、地域全体の

価値向上に資する 都市基盤施設（ 以下「 都市基盤施設」 と いう 。） の整備を 一

体的かつ効果的に実現する ために必要な事項を定める こ と を 目的と する 。  

（ 適用地区及び都市基盤施設）  

第２ 条 こ の要綱は、 整備方針に位置付けら れた対象エリ ア（ 以下「 適用地区」

と いう 。） に適用する 。

２  こ の要綱において対象と する 都市基盤施設は、整備計画「 ５ 章 都市基盤施

設の整備の計画」 に位置付けら れた施設のう ち、共同貢献ス キームを 適用する

も のと する 。  

（ 用語の定義）  

第３ 条 こ の要綱における 用語の意義は、 次に掲げる と おり と する 。

一 ま ちづく り 主体 適用地区において、 ま ちづく り の検討を 行う と と も に、

ま ちづく り 協力金を 受領し 、その受領し たま ちづく り 協力金から 第８ 条各号

に掲げる 事項（ 以下「 都市基盤施設の整備等」 と いう 。） に必要な費用へ充

当する 者を いう 。  

二 基盤整備主体 適用地区において、ま ちづく り 協力金、補助金等を有効に

活用し 、 都市基盤施設を整備する 者を いう 。  

三 執行管理役 整備計画の実現に向けて、 公平・ 公正な観点から 、 ま ちづく

り 主体及び基盤整備主体（ 以下「 各主体」 と いう 。） を 選定し 、 各主体を指

示・ 監督し 、 各主体から の提案・ 報告に対し て承認を行う 者を いう 。

四 ま ちづく り 協力金 適用地区内の開発事業者等から 拠出さ れる 、都市基盤

施設の整備等への協力金を いう 。  

五 開発事業者等 適用地区内の市街地再開発組合、 大規模地権者等をいう 。 

（ ま ちづく り 主体の役割等）  
第４ 条 ま ちづく り 主体は、 次に掲げる 役割を 担う も のと する 。

一 整備方針及び整備計画の実現に向けて、主体的なま ちづく り の検討及び飯
田橋駅周辺基盤整備推進会議や執行管理役等への提案・ 検討支援を 行う 。  

二 執行管理役の指示に基づき 、ま ちづく り 協力金の受領及び充当を 行う と と
も に、 都市基盤施設の整備等に必要な費用等の検討・ 提案を 行う 。  

（ 基盤整備主体の役割等）  

第５ 条 基盤整備主体は、 次に掲げる 役割を 担う も のと する 。

一 執行管理役の指示に基づき 、 主体的に都市基盤施設の整備を行う 。
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二 前号に係る 整備に必要な調整、 監督等を 行う 。 なお、 必要な調整には、 周

辺の開発事業と の各種調整等も 含むも のと する 。  

三 補助金の交付に関連し た必要な手続等を行う 。  

 
（ 執行管理役の役割等）  
第６ 条 執行管理役は、 東京都、 千代田区、 新宿区及び文京区の４ 者と し 、 次に

掲げる 役割を担う も のと する 。  
一 第１ 条の目的を達成する ために必要な事項を定める 。  
二 整備計画の実現に向けて、 公平・ 公正な観点から 、 各主体の選定を行う 。 
三 整備する 都市基盤施設を 決定する 。  
四 各主体から の提案及び報告に対する 承認を 行う 。  
五 各主体への指示及び監督を行う 。  

 
（ ま ちづく り 協力金）  
第７ 条 適用地区において実施さ れる 都市基盤整施設の整備等に対し て、 開発

事業者等は、 ま ちづく り 協力金を 拠出でき る も のと する 。  
２  開発事業者等がま ちづく り 協力金を 拠出し よ う と する 場合は、 東京都及び

当該開発事業の区域が所在する 区と 協議を 行う も のと する 。  
 
（ ま ちづく り 協力金の活用）  
第８ 条 ま ちづく り 協力金は、 次に掲げる 事項に活用する も のと する 。  

一 整備方針及び整備計画の実現に必要と なる 検討 
二 都市基盤施設の整備 
三 適用地区全体の価値向上に資する 事項 
四 その他、 執行管理役が必要と 認める 事項 

 
（ その他）  
第９ 条 こ の要綱の運用に関し て必要な事項については、 執行管理役が別途定

める も のと する 。  
 
   附 則 

こ の要綱は、 令和７ 年 10 月 21 日から 施行する 。  
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飯田橋駅周辺基盤整備に係る共同貢献スキームに関する要綱 （ イメージ図）
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